
政府は、平成30年度から平成33年度までの間に実施方針条例を定めることなどの要件の下で、水道事業・下水道
事業に係る公共施設等運営権を設定した地方公共団体に対し、当該地方公共団体に対して貸し付けられた当該事業
に係る旧資金運用部資金の繰上償還を認め、その場合において、繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭
（補償金）を受領しないものとする。

法案の概要

○PPP／PFIの着実な推進を図る観点から、政府は、10年間（平成25年度から34年度まで）に
21兆円の事業規模目標を掲げている（PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年改定版））。

○上記目標を達成すべく、国による支援機能を強化するとともに、国際会議場施設等の公共施設
等運営事業（コンセッション事業）の実施の円滑化に資する制度面での改善措置及び上下水道事
業におけるコンセッション事業の促進に資するインセンティブ措置を講ずる。
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（注） なお、地方公共団体金融機構資金についても、同様の措置を講ずるよう政府から要請する。

基本方針
勘案

必要に応じて変更

※今回の法改正において、公共施設等の整備等
に関する事業における基本理念の趣旨に沿っ
た民間の資金、経営能力及び技術的能力の活
用に関する基本的な事項の追加を措置現行のPFI法で規定今回の法改正において措置

コンセッション制度 指定管理者制度 コンセッション制度 指定管理者制度

利用料金の設定 届出 承認 届出 届出

運営権の移転の許可・
指定管理者の指定に
係る議会の議決

条例に特別な定めが
ある場合において不要 必要 条例に特別な定めが

ある場合において不要
条例に特別の定めが
ある場合において
事後報告で可

PFI法による特例

条例で地方公共団体が設定＊国際会議場施設、音楽ホールなど

公共施設等の管理者等及び民間事業者による特定事業に係る支援措置の内容及び規制等についての確認の求めに
対して内閣総理大臣が一元的に回答する、いわゆるワンストップ窓口の制度の創設、内閣総理大臣が公共施設等の
管理者等に対し特定事業の実施に関する報告の徴収並びに助言及び勧告に関する制度の創設等の措置を講ずる。

（１）公共施設等の管理者等及び民間事業者に対する国の支援機能の強化等

（２）公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合＊における地方自治法の特例
①利用料金の設定の手続については、実施方針条例において定められた利用料金の範囲内で利用料金の設定を行う
などの条件を満たした場合に地方公共団体の承認を要しない旨の地方自治法の特例を設ける。

②公共施設等運営権の移転を受けた者を新たに指定管理者に指定する場合において、条例に特別の定めがあるとき
は、事後報告で可とする旨の地方自治法の特例を設ける。

（３）水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る補償金の免除

背景・必要性

○事業規模：平成25～34年度までの10年間で21兆円（コンセッション事業は７兆円）
○コンセッション事業件数：水道６件、下水道６件、文教施設３件、国際会議場施設等６件

目標

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法）の
一部を改正する法律案の概要
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